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午前 10時 00分

それでは、令和 6年第 10回女川町教育委員会を開会します。

会期は、本 日1日 限 りといた します。

はじめに、前回の会議録の承認の件をお諮 りいたします。

既に配付 されてお りますが、委員の皆様方何かお気づきの点は

あ りませんでしょうか。

無いようですので、承認 とさせていただきます。

2番 新福 悦郎 委員

3番 中村たみ子 委員

よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。

議案第14号 「女川町立女川中学校入学等支援事業実施要綱の制

定について」をお諮りします。

書記に議案を朗読させます。

(議案朗読)

ただ今の議案について、提案理由の説明を求めます。教育長
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教育局長 それでは、議案第14号 「女川町立女川中学校入学等支援事業実

施要綱の制定について」、その内容をご説明させていただきます。

今回ご提案する要綱は、女川中学校への入学等をする生徒の保

護者に対し、学校生活に必要な用品の一部を町が支給すること

により、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実

を図ることを目的として、新たな町の支援策の一つとして新規

に制定するものでございます。

それでは、議案の次のページをお開き願います。

今回ご提案します要綱は、本則第 1条から第 8条までと附則で

構成するものとなつております。

まず、第 1条では、冒頭申し上げましたが、「女川中学校への入

学等をする生徒の保護者に対し、学校生活に必要な用品の一部

を町が支給することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、

子育て支援の充実を図ることを目的とする。」と定めております。

第 2条では、定義を規定し、第 1号から第 7号において、本要綱

内で使用する用語の意味を定めております。

第 1号として、生徒の定義を、第 2号 として、保護者の定義を、

第 3号として、支給品を定義しております。

支給品については、「女川中学校が指定する運動着、制服、ネク

タイ及び通学かばんをいう。」としております。

第4号では、区域外就学、第 5号では、入学通知について、第6

号では、教育扶助、第 7号では、新入学準備金等について、それ

ぞれ規定しております。

次に、第 3条ですが、対象者を規定し、支給の姑象となる生徒

の保護者の範囲について定めております。

本条は、第 1号及び第 2号で構成しており、入学通知または区

域外就学の承諾を得て女川中学校に入学する生徒の保護者を対

象とするほか、年度途中に本町に転入または区域外就学の承諾

を受け女川中学校に在籍する生徒の保護者を姑象とするとして

おります。

また、生活保護法に規定する教育扶助を受けている保護者また

は、女川町児童生徒就学援助実施要綱に規定する就学援助費の

うち、新入学準備金または新入学児童生徒用品等の支給を受け

ている保護者は本要綱の対象者から除くこととしております。

次に、次のページとなりますが、第 4条、支給品について規定

し、その内容は、最後の表にございますとおり、運動着 (長袖、

長ズボン、半袖、クオーターパンツ)、 制服 (上着、スラックス

またはスカー トを各 1着 )、 女子の制服用ネクタイ 1本、通学か
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教育長
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ばん 1個 としております。

次に、第 5条では、支給の特例として、第 3条において姑象外と

している者についても、支給品のうち運動着に限り支給するこ

とを規定しております。

このことにつきましては、就学援助費として支給される金額の

対象品項目の中に運動着の明記がないことを踏まえ、当該要綱

による支援を行 うものでございます。

次に、第 6条では、支給の時期等について規定しており、入学前

に支給すること、または、年度途中の転入の場合は在籍後に支

給することとし、生徒 1人に対し1回限りとしております。

次に、第 7条では、支給の取消しについて規定しております。

第 8条では、その他として、要綱に定めるもののほか、必要な事

項は、町長が別に定めるとしております。

最後に、附則といたしまして、施行日は、令和 6年 11月 1日 から

とし、令和 7年度以降の対象者に係る支給分から適用するとし

ております。

以上が、議案第14号の要綱制定に係る説明となります。よろし

くご審議の上ご承認賜りますようお願い申し上げます。

ただ今の議案説明について、ご質問等がありましたらお願いし

ます。

これは、これまであつた取組ではなくて、新たな議案というか、

新たな取組ということなんですか。確認です。

そのとおりでございます。給食費の補助金、それから修学旅行

の補助金、そしてこちらの制服等の支給の支援ということで、

予定しておりました新規制定については、これが最後というこ

とになります。

ほかにございませんか。

(「異議なし」の声あり)

なければ、承認ということでよろしいでしょうか。

(「 はい」の声あり)

それでは、議案第14号は、承認されました。

議事は、以上です。

次に、 6番 「報告事項」に入 らせていただきます。

はじめに、私から報告をさせてただきます。

改めまして、皆様、おはようございます。

ここ女川の地も、やつと紅葉が少 しずつ進んできて、だいぶ秋

の色に染まってきているなと感 じています。
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本日は、学校での開催ということで、主に中学校の授業を参観

して、おいしい給食を味わっていただきたいと思つております。

どうぞよろしくお願いいたします。

小 。中学校においては、10月 19日 (土)の 中学校の文化祭が終わ

つて、あさつて、11月 2日 (土)が小学校の学芸会の予定であり

ます。

文化祭や学芸会の終了で学校行事も一区切 りとなって、これか

ら本当の意味で子供たちの学力の向上を目指す、地に足を着け

て普段の授業を頑張らなければならない、そんな時期を迎えて

いると思っています。

それでは、ここからはレジュメに沿つてお話をさせていただき

ます。

着座にて失礼申し上げます。

まず、学校関係についてお話をさせていただきます。

9月 28日 (土 )・ 9月 29日 (日 )、 天候に恵まれて、中学校の新人

戦が開催されました。

今年も酷暑のため、夏休みの練習は大変だつたろうなと思いま

す。

結果につきましては、レジュメに記載のとおりであります。

10月 9日 (水 )には、防犯ポスターコンクールの表彰式が行われ

ました。

子供のキラッと光る感性の鋭さにびつくりしました。

10月 19日 (土)は、先程も申し上げましたが、中学校の文化祭で

した。

委員の皆様にはお忙しい中足を運んでいただき、ありがとうご

ざいました。

私は、オープニング・ムービーと国語弁論、英語暗唱、潮騒太鼓

をはじめとした「潮活動」の発表を拝見して帰宅したのですが、

年後から行われた合唱コンクール、有志発表、それから吹奏楽

部の演奏も素晴らしかったということでありました。

特に合唱コンクールでは、優勝した第 3学年ももちろんながら、

第 2学年の一生懸命歌う姿に感動した審査員が多くて、特別賞

を授与することにしましたと校長先生も喜んで話をしていまし

た。

10月 27日 (日 )、 衆議院の選挙と重なったのですが、今年も盛大

に、おながわ秋の収獲祭が開催されました。

女川商売塾に参加 した子供たちも、大きな声で観光客に声をか

けていました。
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私も今年 も買わせていただいて、キャンディー と、立派なマグ

ネ ットを購入 させていただきました。

いろいろご指導いただいて、ありがとうございました。

3番に移 ります。会議、研修、教育委員会関係です。

まず、10月 10日 (木 )、 本年度第 1回 日となる女川町い じめ問題

姑策連絡協議会を開催 しました。

レジュメ記載のとお り、小学校、中学校 ともに 4月 か ら人命に

関わるような重大ないじめ案件は起きていませんが、「いつでも。

どこでも・誰にでも」とい うことを肝に銘 じながら、今後も連携

していじめ防止に取 り組んでいこうとい うことで確認 しました。

10月 13日 (日 )、 コバル トーレ女川のホーム最終戦が行われて、

応援に行ってきました。

試合には残念ながら敗れて、結果 としても、 リーグ戦第 3位 と

い うことで した。

レジュメには、全国社会人大会で次の頂きへ と記 したのですが、

先 日の新聞に、残念ながら2回戦で敗退 との記事が載っていま

したので、次年度へ向けての体制づ くり等に精進 してほしい と

思つているところであります。

10月 14日 (月 )、 昨年に引き続いて、スポーツレクリエーション

祭を実施 しました。

記載のとお り、町内のみならず、石巻市内からもたくさんの子

供たちが参力日して汗を流 していました。

また、前 日試合を終えたコバル トー レ女川の選手の皆 さんや柔

道協会、 ミニバス関係者ほか、たくさんの団体にもご協力をい

ただいて、交流の場 としても良かったなと思っています。

10月 23日 (水 )、 老壮大学の閉講式を行いました。

6月 に開講 してから、 5回の講座 も毎回大変大人気で、たくさ

んの方々に参力日してもらいました。

先月実施 したペタンク大会でも同じことを感 じたのですが、参

加者の多さを見ても、女川はお年寄 りが本当に元気な町で、あ

る意味、そのパワーが町の活気につながつているのだろうなと

感 じています。

4番、その他につきましては、 2点であります。

11月 12日 (火 )、 本年度第 2回 目となる女川の教育を考える会を

実施 します。

特別委員の皆様からぜひ授業を参観 させてほしいとい う声があ

り、授業参観、二部会の取組についての協議等を計画 していま

す。

5



新田参事

もう1点は、その2日 後の11月 14日 (木 )、 本年度 1回 目となる

総合教育会議を開催いたします。

議題は、大きく3点。 1つ 日は、来年開催予定の自主公開につ

いて。 2つ 目は、これも来年 1月 に実施予定のカタール国への

生徒派遣事業について。 3点 日は、現在作成中の教育大綱につ

いてということになります。

教育大綱につきましては、私が話したこのあと、参事から進捗

状況についてお話をもらおうと思つています。

5番の女川小学校 。女川中学校の主な行事予定を含めて、学校

から上がってきたものについて、詳しいことについては後ほど

の協議会の中でお話をさせていただきたいと思います。

結びになりますが、早いもので間もなく霜月、■月です。

先程も話をさせていただきましたが、小。中学校においては、い

よいよ本格的に学習・学力向上、そして学級づくりをはじめと

した集団づくりの見直しに努めるにはいい時期を迎えています。

今後も、学校、そして子供たちの学びを応援していきたいと思

っています。

私からは、以上でございます。

続いて、参事から説明させます。

それでは、私から教育大綱について簡単にご説明させていただ

きます。

現在、女川町の教育大綱につきましては、その計画期間は令和

2年 4月 から令和 7年 3月 までとなっております。

今年度は次の計画期間へ向けて、改定の準備期間ということで、

現在、教育局においてその改定に向けて鋭意検討しているとこ

ろです。

今回、その計画の肝となる施策の体系図の素案がおおよそ固ま

りましたので、皆様にお示しさせていただきまして、11月 14日

の総合教育会議の中でご意見をいただければと思つております。

簡単にご説明させていただきますと、基本的な計画、それから

基本的な施策の方向については、大きく変更はしておりません。

ただ、重点取組や主な取組について、今年度スター トするカタ

ール国への生徒派遣事業の関係もありますので、国際理解の部

分を増やしたり、後に開園が予定されているこども園の関係も

ありますので、保小連携の部分も今回新たな重点的取組に組み

入れております。

この資料を一読いただきまして、14日 の総合教育会議の時にご

意見をいただければと思います。

6



教育長

教育長

教育局長

以上となります。

ありがとうございました。

それでは、14日 に改めて皆様方からもご意見をいただきたいと

思いますので、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、続いて、教育局長から報告させます。

それでは、学校教育関連からご報告させていただきます。

1番、日程関係の実施済みは割愛させていただきまして、実施

予定からご説明いたします。

(1)第 1回学校給食運営審議会を本日年後 4時から予定してお

ります。

給食の実施状況の報告や給食費、支援補助金の制度説明などを

事務局から行います。また、次年度の給食費単価等について審

議会の意見として決定していただくのが主な内容となつており

ます。

(2)町政功労者表彰式が11月 3日 (日 )午前10時から、生涯学

習センターホールで開催されます。

今年度は、教育功労者の該当者はございませんでした。

(3)要保護児童対策地域協議会代表者会議が11月 5日 (火 )に
ございます。

(4)通学路合同点検を11月 6日 (水)に予定しております。

教育局、学校、警察、土木事務所、役場の関係課が合同で毎年

行つております。通学路の一部を実際に現場確認して状況を把

握し、場合によつては関係機関で対応等を協議いたします。

(5)子 ども。子育て会議がH月 7日 (木)に予定されておりま

す。

(6)宮城県教育委員会・市町村教育委員会教育懇話会全体会議、

それから、(7)みやぎGIGAス クール推進協議会がH月 ■日

(月 )に開催されます。

教育長が出席なさる予定でございます。

(8)第 2回女川の教育を考える会をH月 12日 (火)に開催いた

します。

年後 1時35分から特別委員による授業参観、年後 3時から全体

会議というスケジュールで予定しております。

次のページになります。

(9)先 日決まったばかりですが、駐日カタール大使が本町をご

訪問なさるということになりました。

11月 13日 (水)の来町となりますが、詳細は調整中でございま

す。以前から大使からの本町訪問のご意向は伺っておりました
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が、女川の子供たちとの交流の場を希望されておりまして、夏

期体業明けの日程で再調整の結果、このように決まったという

ところでございます。

まだまだお迎えするにあたりまして行程調整しなければならな

いことがございますので、しつかり準備してまいりたいと思い

ます。

(10)第 1回総合教育会議を11月 14日 (木)午前10時から開催さ

せていただきます。

場所は、役場 3階小会議室でございます。よろしくお願いいた

します。

(11)第 1回ブロック会議が11月 18日 (月 )に予定されておりま

す。

(12)租税教育実践発表会が11月 19日 (火 )、 教育長が出席予定で

ございます。

(13)教育保育連携会議が11月 20日 (水)にございます。

教育局と健康福祉課、保育所職員による会議となつております。

(14)就学時健康診断をご覧の日程で予定しております。

(15)来月の教育委員会定例会は、■月25日 (月 )午前10時から、

役場 3階小会議室になつております。

ご出席方よろしくお願いいたします。

(16)心身障害児就学指導委員会が11月 25日 (月 )に ございます。

(17)宮城県町村教育長会第 2回役員会、(18)宮城県町村教育委

員 。教育長研修会がH月 26日 (火 )、 に開催されます。

教育委員の皆様の出欠につきましては、後ほど確認させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

最後に、 (19)管 内教育長会議が■月27日 (水)に開催予定とな

つております。

続きまして、 2番のその他でございます。

(1)県警提供の不審者情報につきましては、ご覧の 3件を報告

させていただきます。

(2)令和 6年度学習塾代等支援事業と(3)令和 6年度女川町高

等学校等通学費等補助事業のそれぞれ 9月 30日 現在の申請状況

をご報告させていただきます。

学習塾代等支援は、前年度同期と比較し、補助金交付額で66万

9,000円 ほどの減です。一人当たりの平均補助額で119円 の減と

なつております。

申請者欄の前年度 (9月 30日 )と 比較し、7件の減であり、内訳

では、学習塾代などの第 1号分で減少している一方、習い事代
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などの第 2号分で増力日しているという状況となっております。

(3)の高校等通学費等補助の状況は、前年度同期と比較し、交

付件数で 3件の増、金額で17万4,000円 ほどの増となっておりま

す。

以上が、上半期の申請状況に係るご報告となります。

(4)は、来年度の奨学生募集に関しまして、例年どおり、11月

を受付期間とし、町の広報誌等に掲載して周知する予定でござ

います。

次に、生涯学習関係のご報告をさせていただきます。

抜粋して申し上げたいと思います。

(3)の高齢者教育、先程教育長からお話いただきました老壮大

学は、10月 23日 (水 )、 今年度最終回となる5回 日の講座を開催

し、そのあと閉講式を行いました。

100名 の参加申込者のうち、42名 が皆勤賞となりました。

非常に好評な事業でございますので、来年度も講座の内容を工

夫しまして、実施してまいりたいと思います。

(8)文化芸術事業について、右の写真は、10月 19日 (土)に開催

しました町民音楽祭の様子となっております。MONKEY MAGICの

コンサー トに町内外から多数のお客さんがお越しくださいまし

た。

2)町民文化祭についてですが、11月 10日 (日 )午前 8時30分か

ら開会式を行います。

例年より30分前倒しで行います。教育委員の皆様のご出席を賜

れればと思つております。

展示発表は14日 (木)ま でで、体験講座や落語などを企画して

おります。また、17日 (日 )には、生涯学習センターホールでス

テージ発表が行われます。ぜひ足をお運びいただけたらと思つ

ております。

プラントフオ~ム事業でございますが、(1)1こ つきましては、ご

覧のとおりとなつており、11月 も多くの学校支援を予定してお

ります。

(2)家庭教育支援は、「親子アドベンチャークラブ」の今年度最

終回を11月 16日 (土)に予定しております。

内容は、「親子釣り体験」としておりまして、安全面に十分配慮

して実施してまいります。

2番の 1)おながわ放課後「楽校」、2)ま なびっこ、それから3

番、その他の事業については、後ほどご確認いただきたいと思

います。
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教育長

中村委員

教育長

中村委員

教育長

中村委員

体育振興関係についてご報告いた します。

10月 の教育局主催事業 といた しましては、スポーツレクリエー

ション祭について、先程、教育長からもご報告いただきました。

春に開催 しましたみんなのスポーツフェスティバルに続きまし

て、たくさんの方に参加いただき、盛大に開催することができ

ました。

印象 としましては、訪れてくださつた方々の様子を見る限 り、

とても満足 していただけたのではないかと思つてお ります。

来年度も、関係機関と一緒になつて新 しい企画などを取 り入れ

て、充実 したものにしていきたいと思つてお ります。

以下、記載の内容については、後ほどご確認いただければと思

います。

以上、私からのご報告でございます。

報告は以上とな りますが、委員の皆様方からただ今の報告事項

についてご質問、ご意見等ございましたらお願い します。

先程、女川町の教育大綱についてのお話がございま した。今年

度は第 1次 としての評価の年にあたると思 うのですが、評価 と

しての目標値を設定 していたわけなのですけれ ども、大体 どの

程度まで各項 目について達成 しているのか、おおよそですけれ

ども、評価する前にあたつて、把握 している数値 とかがあれば、

教えていただきたいと思います。

日標値に関しては、まだ しつか りとどの程度 とい うところまで

は押さえていません。

先程参事から話があったのですが、大きな意味で、こども園が

できるとい うことと、それから、学力に特化するわけではないの

ですが、そのあた りも含めて、ロー ドマップとの絡みも含めて少

し手直 しをさせていただいているとい う状況で、改めてまた 14

日に、そのあた りについても話をさせていただければとい うふ

うに思つているところでございます。

日標数値を設定 していますよね。例えば女川つ子仕草ですか。

ロー ドマ ップの件ですね。

そ うです。それで 50%と か、それが今度の新 しい令和 7年度か

らの女川町の教育大綱にも反映 してこなければならないはずな

のですけれ ども、その短期のロー ドマップの目標値 として押 さ

えているその数値を、もちろん徹底 しているわけですけれ ども、

それが今の時点で、半年ちよっと過ぎていますけれ ども、大体

どの程度の数値 として押 さえているのかなと思ったものですか

ら、お伺い しました。
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教育長

佐々木指導主事

教育長

中村委員

ロー ドマップの部分については、昨年もある程度押 さえてはい

ます。ただ、数宇的な部分については、軌道修正 しなければなら

ない部分が結構あります。

何かと言 うと、例えば全国学力・学習状況調査について。もう

一つは、「うみねこルール」、「スーパー ぅみねこルール」につい

ても、ある程度改定はしているような感 じはするのですが、なか

なか動きとして見えていない部分があつて、数値的な部分につ

いても、 しつか りと見ていないとい う部分もあ ります。

2年間やつてきたので、そのあた りについてはある程度数字は

あるんですけど、果た してこれが本当かなとい うのも正直言つ

てあるし、そ うい うことも含めて検討 したいと思います。もう一

回見てみたいと思います。

それ以外の部分で何か指導主事の方で押さえている部分はあり

ますか。

今年度の分については、評価の時期がまだ来ていないので、こ

れから先かなと思います。

今、中村委員がおっしやったように、ある程度、中間でここに反

映 させていかなければならない部分もあるので、そこの部分に

ういては、少 し絡めて検討 しなければならないですね。よろしく

お願い したいと思います。

目標値、よくそ うい うふ うに何%達成 とかとい うふ うに挙げま

すけれ ども、一番最後の評価の時になつて何%に達成 したとか

どうのこうのと言つても、またそれは成果に果た してつながつ

てい く方法、善処の方法かなとい うふ うにちょつと疑間に思つ

ているんですね。

数値を挙げたからには、やは りその都度スケジュールをもう少

しこまめにしながら、今の段階だと、例えばあいさつ、「うみね

こルール」だつたら、小学校で 90%と 目標を立てているのであ

れば、今の段階、第 2学期が終わつたあた りで大体何 %く らい

になつているなとか、そ うい う数値を挙げたからには、数値を意

識 した取組や評価をしていかないといけないのではないかなと

思つたものですから、どの程度意識 しながら取 り組んでいるの

かなと思つたので、それをお伺い しました。

そのパーセン トの設定 したものにどの程度近づいたか、あるい

は全然近づいていないか、それ以上上回つているのか とい うよ

うなことを踏まえて、またこの大きなこういつた教育大綱の作

成にもつながつていくのではないかなと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。教育長
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中村委員

教育長

山内委員

中嶋次長

教育局長

そのあたりもう一回確認したいと思います。

昨年までの年度末のデータがありますので、それプラス中間を

含めて、ここに反映させなければだめだというご意見ですね。そ

この部分については確認したいと思います。

第 1次ももう終わりなんですよね、今年度。だからまた、昨年度

とかその前の年とかとはまた別な感覚で、第 1次の評価という

のは 1セ ットなものですから、それを次の第 2次 というんでし

ょうか、中間も考えていくわけですよね、令和 7年度から。そち

らに反映すべきではないのかなと思います。

ありがとうございます。

ほかにございませんか。

2点お伺いさせていただきます。

1点 目が、先程こども園の話が出ていましたが、こども園の開

園までの今後のスケジュールというか、そういつたものを聞か

せてもらいたいということと、 2点 目が、今後の実施予定のと

ころで要保護児童姑策対策地域協議会というのが入つていまし

たが、女川町の要保護児童の世帯はおよそどれくらいの割合な

のかということと、例えば宮城県や全国の平均と比べて高いの

か低いのかみたいなことも教えていただければと思いました。

よろしくお願いします。

こども園の関係です。旧第一小学校跡地にこども園と勤労青少

年センターの代替施設の社会教育施設を建てる計画になつてい

ます。

今年度いっぱいで設計が上がりまして、建設工事が令和 7年度

と8年度、 2年かけての建設になります。

令和 9年 4月 から開園を目指すということで健康福祉課の方で

予定をしています。

令和 8年度になると子供たちの募集などを進めるという今の大

きな予定ではありますけれども、建設工事なので、これから変

更が出て、もしかすると半年延びたりするかもしれませんが、今

のところの計画においては、令和 9年度からということで聞い

ております。

要保護児童対策地域協議会ですが、私が出席しております代表

者会議ともう一つ、実務者会議というものがございます。

要対協の実務者会議の資料に県のデータですとか割合という部

分のところは無く押さえておりません。

ほかにございませんか。

(「 ありません」の声あり)

教育長
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教育長

13そ の 他

教育長

教育局長

教育長

それでは、報告事項については、以上 とさせていただきます。

次に、 7番 「その他」に入 ります。

何かございませんか。

その他といたしまして、配付しました要請書の写しをご覧いた

だきたいと思います。

2024年 「こども笑顔地教委キャラバン」要請書というものでご

ざいます。

2024年 9月 6日 付けにて、2024年度「子ども笑顔地教委キャラ

バン」要請書の提出が教育長あてにございました。

要請事項は大きく3点でございます。

1ッ点日は、職場環境改善を重視した労働安全衛生体制の整備の

ために取り組むこととしまして、①教職員に負担をかけずに客

観的に勤務時間把握ができるよう、統合型校務支援システム整

備や ICTの導入を最優先課題として取り組むこと。また、虚

偽の記録を根絶することなど、 5項 目についての内容となつて

おります。

2点 日として、学校現場の時間外勤務の縮減に向け取り組むこ

ととして、①教職員の (日 直)業務の廃上を奨励することなど、

次のページにかけまして、16項 目となっております。

3点 日として、児童生徒の教育に関わる問題について取り組む

こととして、①「全国学力・学習状況調査」や自治体独自の学力

テス トは、授業時数の確保や児童生徒の心のケア対策のために

も行わないことなど、8項 目の内容となつております。

なお、本要請内容につきましては、10月 29日 に宮城県教職員組

合によりますキャラバン隊が本町教育委員会を訪問されまして、

教育長と懇談しているということを申し添えさせていただきま

す。

また、本件の取扱いは、教育委員会に対する陳情書等の取扱い

に基づき、教育長が内容を確認の上その取扱いを判断した結果、

直近の教育委員会へ報告することとしたことから、今般、その

写しを酉己付させていただきました。

以上、要請書に関するご報告でございます。

この件について何か皆様方からありませんか。

1時間半くらいですか。 2人いらっしゃいまして話をさせても

らいました。できることとできないことがあるのでという話も

しながら。ただ、働き方改革を含めていろいろと気になることも

あるんだということで、できるところで鋭意努力しますという
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教育長

教育長

教育長

閉   会14

15

話をして、お帰りいただきました。教育、子どもたちに対してと

か先生たちの働き方改革を含めて、そういう部分については一

生懸命だなということは感じますので、そのあたりは同感です

という話をしながら、私自身もとても考えさせられた時間とな

りました。

この部分については、よろしいですね。

ほかに何かございませんでしょうか。

(「 はい」の声あり)

なければ、「その他」については、よろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

それでは、再来月の日程を組ませていただきます。

〔12月 23日 (月 )午前 10時からということで調整〕

それでは、12月 の教育委員会は、12月 23日 月曜日午前 10時か

らということで、組ませていただきます。

ほかにございませんか。

なければ、本日の教育委員会をこれで終了させていただきます。

ありがとうございました。

午前 10時 37分

本委員会の議決の次第は、次のとおりであります。

議案第 14号「女川町立女川中学校入学等支援事業実施要綱の制

定について」 (承認)

16 この会議録の作成者は、次のとお りであります。

参事 新田 太

上記記録の正確なることを認めここに署名する。

令秀日6年 11月 25日

会議録署名委員
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